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大和高田市立中学校給食調理業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

１ 目的  

   大和高田市の学校給食は、現在、８小学校３中学校６幼稚園で自校方式により実施して

おります。この内の６小学校及び３中学校、６幼稚園では給食調理業務を民間事業者に委

託しておりますが、３中学校において委託期間が満了するにともない、引き続き、給食調

理業務の委託を行う計画です。つきましては、複数の事業者から最新の知識と技術、さら

に豊富な経験に基づく企画の提案を受け、「大和高田市立中学校給食調理業務委託プロポ

ーザル選定委員会」により審査を行ったうえで、学校給食の教育的意義や役割を理解し、

より安全でおいしい給食を提供することができる事業者の選定を行います。 

 

２ 業務の概要 

 （１） 事業名 

大和高田市立中学校給食調理業務委託 

【A】 高田中学校給食調理業務委託 

【B】 片塩中学校給食調理業務委託 

【C】 高田西中学校給食調理業務委託 

 （２） 履行場所 

【A】高田中学校 ・・・ ３２３食／日 

【B】片塩中学校 ・・・ ５５５食／日 

【C】高田西中学校・・・３２６食／日 

 （３） 委託の内容 

大和高田市立中学校給食調理等業務仕様書（実施要領別添１）のとおり。 

「【A】高田中学校給食調理業務」、「【B】片塩中学校給食調理業務」及び「【C】高田

西中学校給食調理業務」の３業務それぞれについて選定を行う。応募については、

３業務のうち希望する業務のみの応募も可能とする。 

 （４） 委託期間 

令和８年８月１日から令和１１年７月３１日までの３年間 

※ただし、令和８年８月１日から８月３１日までは、給食開始に向けた準備期間

とし、給食調理業務開始は令和８年９月１日からとする。 

 

３ 委託者選定方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 委託料の上限額（４か年度分合計・各年度の限度額） 

 

  【A】 高田中学校の調理業務 

     ７３，７９７，０００円（消費税及び地方消費税は含む。） 
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     各年度の委託限度額 令和８年度 （９月～３月） １５，６５４，０００円 

               令和９年度 （４月～３月） ２４，５９９，０００円 

               令和１０年度（４月～３月） ２４，５９９，０００円 

               令和１１年度（４月～７月）  ８，９４５，０００円 

  【B】 片塩中学校の調理業務 

     ８８，１５４，０００円（消費税及び地方消費税は含む。） 

 各年度の委託限度額 令和８年度 （９月～３月） １８，６９９，０００円 

               令和９年度 （４月～３月） ２９，３８５，０００円 

               令和１０年度（４月～３月） ２９，３８５，０００円 

               令和１１年度（４月～７月） １０，６８５，０００円 

 

  【C】 高田西中学校の調理業務 

     ７２，７３０，０００円（消費税及び地方消費税は含む。） 

     各年度の委託限度額 令和８年度 （９月～３月） １５，４２８，０００円 

               令和９年度 （４月～３月） ２４，２４３，０００円 

               令和１０年度（４月～３月） ２４，２４３，０００円 

               令和１１年度（４月～７月）  ８，８１６，０００円 

 

５ 選考 

 （１） 選定方法 

 事業者の選考に当たっては、大和高田市立中学校給食調理業務委託プロポーザル選

定委員会（以下、「選定委員会」という。）による二段階審査（第１次審査、第２次

審査において、評価項目ごとに得点化）を経て総合評価により優先交渉権者等を選

定します。その後、優先交渉権者と仕様書及び提案書の内容について協議し、双方同

意により当該業務の契約の締結予定者を決定するものです。 

 

 （２） 審査方法 

ア 第１次審査として、提出された提案書を、下記の（３）評価基準に基づいて選

定委員会が評価・採点することにより、第２次審査のヒアリングに進む上位３

者以内の事業者を選定します。 

イ 第２次審査として、第１次審査で選定された事業者を対象に選定委員会におい

てヒアリングを行い、評価基準の「⑤総合評価」として評価・採点し、第１次

審査の採点に加算し、各々の合計点を２００点満点として採点することにより

審査します。 

 

（３） 評価基準 

審査における評価項目と配点は以下のとおりです。 

 区 分 評  価  項  目 配 点 

①経営基盤等 

 

ア 事業者概要 
３０点 

イ 給食調理業務の受託実績 
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②運営に関する 

考え方 

ア 学校給食についての基本的な考え方 
２０点 

イ 円滑な業務遂行能力 

③運営体制 

ア 従業員の配置状況・有資格者数 

４０点 
イ 研修計画 

ウ 安全衛生管理体制 

エ 配置計画 

④経費の削減努力 ア 見積金額 ４０点 

⑤総合評価（ヒアリングを含む） ７０点 

合          計 ２００点 

※選定委員会の委員１名当たりの配点です。 

 

６ 参加資格要件 

（１） 令和８年度の大和高田市物品購入等競争入札参加資格者名簿の大品目「役務の提供」

小品目「給食」に登録している者であること。 

（２） 本市が示す「大和高田市立中学校給食調理等業務仕様書」（実施要領別添１）の業務

内容を確実に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

（３） 学校（原則として公立小・中学校）の給食施設での調理業務の受託実績が３年以上あ

り、かつ、現在も受託していること。（基準日 令和８年５月１日） 

（４） 「大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省作成）」、「学校給食衛生管理基準（文

部科学省制定）」及び文部科学省・厚生労働省が定める給食関係のマニュアルその他関

係通知等に基づく学校給食業務が可能であり、学校ごとに栄養士及び調理師の資格を有

する調理員の配置が可能であること。 

（５） 過去３年間（令和５年４月１日～令和８年４月１日）に、学校給食調理業務において

食品衛生法の営業停止処分を受けていないこと。 

（６） 食育に関する指導体制、社員の教育、安全・衛生管理体制、事故発生時の保証体制、

社員が欠けた場合の即時サポート体制が確立されていること。 

（７） 学校給食の意義や特色を十分理解し、その円滑な実施に協力できること。 

（８） 契約時に、市が認める学校給食調理業務の実績がある保証人（業務代行者）を確保で

きること。 

（９） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

（10） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）等の適用を申請した者にあっては、同法の規定に基づき更正又は再生手続開始

決定がなされていること。 

（11） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格

停止期間中でないこと。 

（12） 大和高田市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団及びその利益となる活

動を行う者でないこと。 

（13） 法人税、消費税及び地方消費税等の税金を滞納していないこと。契約時に納税証

明書の提出を求めます。 
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７ 選定スケジュール 

実施要領等の公表・配布 令和８年５月１４日（木） 

説明会参加申込 令和８年６月１日（月）午後３時まで 

説明会（現地見学を含む。） 令和８年６月２日（火） 

質問の受付期間 令和８年６月３日（水）～５日（金） 

質問の回答日 令和８年６月８日（月） 

参加申請書及び提案書の受付期間 令和８年６月８日（月）～６月１８日（木） 

第１次審査（書類審査）による結果通知 令和８年７月１日（水） 

第２次審査（ヒアリング） 令和８年７月９日（木） 

優先交渉権者の決定 令和８年７月中旬 

大和高田市ホームページに選定結果公表 令和８年７月中旬 

契約締結 令和８年７月下旬 

準備期間 令和８年８月３日（月）～８月３１日（月） 

給食調理業務開始 令和８年９月１日（火）  

 ※日程については変更となる場合があります。 

 

８ 実施要領等の公表・配布 

（１） 公表・配布日：令和８年５月１４日（木） 

大和高田市ホームページにより公表 

 （２） 配布書類 

    ・大和高田市立中学校給食調理業務委託公募型プロポーザル実施要領（本文書） 

    ・説明会参加申込書（様式第１号） 

    ・参加申請書（様式第２号） 

    ・誓約書（様式第３号） 

    ・提案書（様式第４－１号）（様式第４－２号）（様式第４－３号） 

・大和高田市立中学校給食調理等業務仕様書（実施要領 別添１） 

    ・大和高田市学校給食衛生管理マニュアル（実施要領別添２） 

 （３） 配布方法：配布書類は、大和高田市ホームページからダウンロードしてください。 

 

９ 説明会 

    ※ 応募予定の事業者は、上記の配布書類を持参の上、出席してください。 

 （１） 日  時：令和８年６月２日（火）午後２時３０分 

 （２） 場  所：大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 ５階 会議室８   

 （３） 申込方法：ＦＡＸにより「説明会参加申込書」（様式第１号）を令和８年６月１日

（月）午後３時までに提出して下さい。 

 （４） 現地見学：説明会終了後（希望される事業者のみ） 

          高田中学校 

          片塩中学校 

          高田西中学校 
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※参加人数は１事業者につき３名以内とします。 

現地への移動は、参加各社の車輌でお願いします。 

  

１０ 質問の受付及び回答 

 （１） この事業者の選定に関する質問の受付期間 

   ア 令和８年６月３日（水）午前９時から同年６月５日（金）午後５時まで 

   イ 質問内容を簡潔にまとめて、メールにて教育委員会事務局 教育総務課（担当：大

中）まで送信してください。質問書の様式は任意です。メールのみの受付とします。 

（メールアドレス：takakyoi_soumu@city.yamatotakada.nara.jp） 

 （２） 回答 

     説明会に出席された全ての事業者へ、全質問をまとめた内容及びそれに対する回答

を令和８年６月８日（月）にメールにより送信します。 

 

１１ 応募申込み 

   このプロポーザルに応募するものは、以下の書類を提出してください。 

 （１） 受付期間：令和８年６月８日（月）～６月１８日（木）（土日を除く。） 

 （２） 受付時間：午前９時から午後５時まで 

 （３） 受付場所：大和高田市教育委員会事務局教育部 教育総務課 

（直接持参してください。） 

 （４） 提出書類：下記のとおり 

     ※様式のないものは、任意様式で結構です。 

     ※書類に不備がある場合は、失格とします。 

   ア 参加申請書（様式第２号） 

   イ 誓約書（様式第３号） 

ウ 提案書（様式第４－１号）（様式第４－２号）（様式第４－３号） 

 正本１部、副本（コピー可）１１部 

 ※複数の業務を応募する場合は、それぞれ１業務ごとに提案書を提出してください。 

   エ 直近２か年の貸借対照表 １部 

   オ 直近２か年の損益計算書 １部 

   カ 会社案内等のパンフレット １２部 

 

１２ 第１次審査（書類審査）の結果通知 

   第１次審査の結果は、令和８年７月１日（水）に電話又はメールで通知します。 

 

１３ 第２次審査（ヒアリング）の実施 

 （１） 実 施 日：令和８年７月９日（木） 午後３時（予定） 

 （２） 実施場所：大和高田市役所５階 会議室８ 

 （３） 提案時間：２０分以内（予定）（質疑応答の時間は含みません。）※応募日時順 

 （４） 説 明 者：３名以内 

 （５） 準 備 物：プロジェクター、パソコン等を使用する場合は、 

          事業者側で準備してください。 
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１４ 契約の締結 

（１） 優先交渉権者の決定等 

ア 選定委員会の評価順位が第１位の者を優先交渉権者に確定し、順次、以下の交渉権

者（以下「次順位者」という。）の順位を確定します。 

イ 選定結果は、全ての参加者に簡易書留郵便により通知します。 

ウ イの通知を受けた者は、その通知を受けた日から５日以内に「承諾・辞退届」（様

式第７号）を提出してください。届出は、持参又は郵送に限ります。 

エ 選定結果については、何人も異議を申し立てることはできません。 

（２） 仕様書等の確定の協議 

選定委員会より優先交渉権者確定の報告を受けた大和高田市長(以下「市長」とい

う。)は、優先交渉権者と協議して仕様書（提案書を含む。）の内容を確定します。 

※協議は、市長に代わり当該委託業務を所掌する教育総務課の担当職員が行います。 

（３） 次順位交渉権者との協議 

次の場合は、次順位の交渉権者と交渉を行います。次順位の交渉権者には、教育総 

務課の担当職員から別途ご案内します。 

① 優先交渉権者が参加資格を有しなくなったとき。 

② 優先交渉権者が辞退の届出をしたとき。 

③ 優先交渉権者との協議が不調となったとき。 

（４） 契約締結予定者の決定及び契約手続 

仕様書等の確定により、当該確定の協議を行った交渉権者を契約締結予定者とし、 

当該契約締結予定者を市長が契約相手と認めたときは、遅滞なく、教育総務課の担 

当職員からその旨を連絡し、その後の契約締結の事務は、教育総務課において行い 

ます。 

 

１５ 留意事項 

 （１） 次に掲げる場合は、失格とします。 

   ア 提案書を提出期限までに提出しなかった場合 

   イ 市が示した委託料の上限額を超過した場合 

   ウ 提案書の記載内容に虚偽がある場合 

   エ 提案書の提出時から契約締結までの期間に、本市の入札参加資格停止措置を受けた

場合 

   オ 提案書の提出時から契約締結までの期間に、会社更生法の適用を受けるなど、この

業務の履行が困難と認められる状態に至った場合 

 （２） 応募者は、提案書の提出をもって、この実施要領その他本市が作成したこの契約に

関する事項すべてを承諾したものとみなします。 

 （３） この応募に要する費用の負担は、応募者の負担とします。 

 （４） 提出された書類については、その内容の変更又は差替えはできません。 

          また、理由のいかんに関わらず返却いたしません。 

（５） 提出された提案書の著作権は、提出された事業者に帰属するものですが、市が業務

上で必要とする場合は、複製を作成する場合があります。 

 （６） 提出された提案書は、本市の保有公文書となり情報公開請求があれば、市情報公開
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条例の規定に基づいた処理を行います。 

 （７） 提案書を提出した後、自己の都合により、この応募の参加を辞退したい場合は、そ

の旨を書面（様式は任意です。）で提出してください。 

     市は、辞退者に対して、その後の不利益な取扱いはいたしません。 

 

              問合せ先 

              〒６３５－８５１１奈良県大和高田市大字大中９８番地４ 

               大和高田市教育委員会事務局教育部 教育総務課 

 （担当：大中、松木田、森） 

                 電 話：０７４５－２２－１１０１（内線２９２２） 

                 ＦＡＸ：０７４５－５３－８０３３ 


